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「産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に係る許可番号取 

 扱要領」における都道府県及び政令市固有番号の追加について（通知） 

 

 

 

 産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に係る許可番号については、平成

28年２月１日付け環廃産発第1602013号通知別添の「産業廃棄物処理業者及び特別管理産業

廃棄物処理業者に係る許可番号取扱要領」（以下「要領」という。）に基づく付与手続き

をお願いしているところである。 

 要領においては、各都道府県及び政令市の固有番号を定めているが、このたび「地方自

治法第252条の22第1項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令」（平成28年政

令第237号）が公布され、平成29年１月１日付けで八戸市が中核市となり、新たに産業廃棄

物行政を担うこととなった。 

 ついては、八戸市に対して以下のとおり政令市固有番号を付与するとともに、要領別紙

１を別添のとおり改正したので通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

                       連絡先 

                       産業廃棄物課規制係 

                       TEL03-3581-3351 内線6878 

                       FAX03-3593-8264 

 

政令市名 政令市固有番号 

八戸市 １２２ 



別紙１

都道府県及び政令市の固有番号

都道府県名
都道府県

都道府県名
都道府県

政令市名
政 令 市

政令市名
政 令 市

固有番号 固有番号 固有番号 固有番号

北 海 道 ００１ 滋 賀 県 ０２５ 金 沢 市 ０６０ 高 知 市 ０９２

青 森 県 ００２ 京 都 府 ０２６ 岐 阜 市 ０６１ 宮 崎 市 ０９３

岩 手 県 ００３ 大 阪 府 ０２７ 静 岡 市 ０６２ い わ き 市 ０９４

宮 城 県 ００４ 兵 庫 県 ０２８ 浜 松 市 ０６３ 長 野 市 ０９５

秋 田 県 ００５ 奈 良 県 ０２９ 名 古 屋 市 ０６４ 豊 橋 市 ０９６

山 形 県 ００６ 和 歌 山 県 ０３０ 京 都 市 ０６５ 高 松 市 ０９７

福 島 県 ００７ 鳥 取 県 ０３１ 大 阪 市 ０６６ 相 模 原 市 ０９８

茨 城 県 ００８ 島 根 県 ０３２ 堺 市 ０６７ 西 宮 市 ０９９

栃 木 県 ００９ 岡 山 県 ０３３ 東 大 阪 市 ０６８ 倉 敷 市 １００

群 馬 県 ０１０ 広 島 県 ０３４ 神 戸 市 ０６９ さいたま市 １０１

埼 玉 県 ０１１ 山 口 県 ０３５ 姫 路 市 ０７０ 奈 良 市 １０２

千 葉 県 ０１２ 徳 島 県 ０３６ 尼 崎 市 ０７１ 川 越 市 １０３

東 京 都 ０１３ 香 川 県 ０３７ 和 歌 山 市 ０７２ 船 橋 市 １０４

神 奈 川 県 ０１４ 愛 媛 県 ０３８ 広 島 市 ０７３ 岡 崎 市 １０５

新 潟 県 ０１５ 高 知 県 ０３９ 呉 市 ０７４ 高 槻 市 １０６

富 山 県 ０１６ 福 岡 県 ０４０ 下 関 市 ０７５ ― １０７

石 川 県 ０１７ 佐 賀 県 ０４１ 北 九 州 市 ０７６ 青 森 市 １０８

福 井 県 ０１８ 長 崎 県 ０４２ 福 岡 市 ０７７ 八 王 子 市 １０９

山 梨 県 ０１９ 熊 本 県 ０４３ 大 牟 田 市 ０７８ 盛 岡 市 １１０

長 野 県 ０２０ 大 分 県 ０４４ 長 崎 市 ０７９ 柏 市 １１１

岐 阜 県 ０２１ 宮 崎 県 ０４５ 佐 世 保 市 ０８０ 久 留 米 市 １１２

静 岡 県 ０２２ 鹿 児 島 県 ０４６ 熊 本 市 ０８１ － １１３

愛 知 県 ０２３ 沖 縄 県 ０４７ 鹿 児 島 市 ０８２ 前 橋 市 １１４

三 重 県 ０２４ 岡 山 市 ０８３ 大 津 市 １１５

宇 都 宮 市 ０８４ 高 崎 市 １１６

富 山 市 ０８５ － １１７

政令市名 政 令 市 政令市名 政 令 市
秋 田 市 ０８６ 豊 中 市 １１８

固有番号 固有番号

旭 川 市 ０５０ 千 葉 市 ０５５ 郡 山 市 ０８７ 那 覇 市 １１９

札 幌 市 ０５１ 横 浜 市 ０５６ 大 分 市 ０８８ 枚 方 市 １２０

函 館 市 ０５２ 川 崎 市 ０５７ 松 山 市 ０８９ 越 谷 市 １２１

小 樽 市 ０５３ 横 須 賀 市 ０５８ 豊 田 市 ０９０ 八 戸 市 １２２

仙 台 市 ０５４ 新 潟 市 ０５９ 福 山 市 ０９１

注）小樽市は平成１８年４月１日に政令市から除外


